
江東区

こうとう　　　　　　　　たろう

江東　　　　太郎
平成２　　１　　１

東京都江東区東陽４丁目１１番２８－１０１号

江東　太郎

東京都江戸川区中央一丁目４

江東　一郎

東京都江東区東陽四丁目１１

江東　一郎

江東　花子 長

江東　太郎

実際に提出する日をご記入ください。

届出先は、新・旧どちらの本籍地又は住所地でも届出ができます。
（１箇所で完結します）

新しい「戸籍謄本」が早急に必要な場合は、「新本籍地」の市区町村役場に
届出されること、新本籍地が記載された「住民票」が早急に必要な場合は、
「住所地」の市区町村役場に届出されることをお勧めします。

『分籍届』記入例
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